
国
保
の
加
入
・
脱
退
の
手
続
き
に
つ
い
て

　
12
月
1
日
か
ら
国
民
健
康
保

険
証
が
新
し
く
な
り
、
世
帯
に

1
枚
の
保
険
証
か
ら
1
人
に

1
枚
の
紙
カ
ー
ド
様
式
の
保
険

証
に
か
わ
り
ま
す
（
左
記
見
本

参
照
）
。

　
保
険
証
の
色
は
、
一
般
被
保

険
者
、
退
職
被
保
険
者
ど
ち
ら

も
「
藤
色
（
う
す
紫
色
）
」
で

す
。

　保
険
証
は

11
月
中
に

送
付
し
ま
す

12
月
1
日
か
ら

　国民健康保険に関する問い合わせ先

◆加入・脱退・保険料について
　　資格・賦課チーム
　　　０７９８－３５－３１１７ ・ ３１１８
◆高額な医療費・各種給付について
　　給付チーム　　　
　　　０７９８－３５－３１２０
◆納付書・分納・納付相談会について
　　国保収納グループ　
　　　０７９８－３５－３０９１ ・ ３１５５ ・ ３１５６

　
保
険
料
の
滞
納
が
な
い
世
帯

に
は
、
11
月
中
に
配
達
記
録
郵

便
で
世
帯
主
あ
て
に
ま
と
め
て

郵
送
し
ま
す
。

　
受
け
取
り
の
際
に
は
印
鑑
が

必
要
で
す
。
不
在
の
場
合
は
お

届
け
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
再
配

達
を
依
頼
す
る
か
、
郵
便
局
窓

口
で
直
接
受
け
取
っ
て
く
だ
さ

い
。

　
12
月
1
日
以
降
は
、
医
療
機

関
で
の
受
診
の
際
、
必
ず
新
し

い
保
険
証
を
窓
口
に
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

　
現
在
の
保
険
証
は
、
有
効
期

限
の
11
月
30
日
を
過
ぎ
る
と
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
証

が
１
人
に
1
枚
の

紙
カ
ー
ド
様
式
に

か
わ
り
ま
す

　

医
療
機
関
で
の

受
診
の
際
に
は

　
保
険
料
滞
納
の
た
め
保
険
証
が
郵
送
さ
れ

な
い
世
帯
を
対
象
に
次
の
日
程
で
納
付
相
談
会

を
行
い
ま
す
。
対
象
の
世
帯
に
は
事
前
に
文
書

で
ご
案
内
を
お
送
り
し
ま
す
。

　
相
談
期
間
は
11
月
26
日
（
月
）
か
ら
12
月
３
日

（
月
）
ま
で
、
い
ず
れ
も
午
前
９
時
30
分
か
ら
午

後
５
時
ま
で
で
す
。
会
場
は
、
市
役
所
本
庁
舎

２
階
の
２
５
２
会
議
室
で
す
。

　
な
お
、
期
間
中
は
土
・
日
曜
日
も
開
設
し
ま

す
が
、
入
口
は
本
庁
舎
正
面
の
玄
関
の
み
と
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　
　
※
納
付
相
談
会
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は

　
　
　
　
　
　
国
保
収
納
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
　
（
電
話
０
７
９
８
‐
３
５
‐
３
０
９
１

                       

・
３
１
５
５
・
３
１
５
６
）
ま
で

納
付
相
談
会
に
つ
い
て

（保険証　見本）

　
わ
が
国
で
は
、
す
べ
て
の
人

が
い
ず
れ
か
の
健
康
保
険
に
加

入
す
る
と
い
う
国
民
皆
保
険
制

度
を
と
っ
て
い
ま
す
。
勤
務
先

の
健
康
保
険
（
政
府
管
掌
健
康

保
険
、
健
康
保
険
組
合
、
各
種

共
済
組
合
な
ど
）
に
加
入
し
て

い
な
い
人
は
、
国
民
健
康
保
険

　
国
保
の
加
入
・
脱
退
手
続
き

は
、
市
役
所
、
支
所
、
ア
ク
タ

西
宮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
の
国
保
窓
口
（
い

ず
れ
も
平
日
の
み
）
で
行
っ
て

下
さ
い
。

国保を脱退するとき 届出に必要なもの

他の市町村に転出するとき 保険証

職場の健康保険に加入したとき、
または被扶養者になったとき

国保と職場の両方の保険証（職場の
保険証が未交付の場合は、健康保
険に加入したことを証明するもの）

国保の被保険者が死亡したとき
印鑑、保険証、会葬御礼ハガキ又は
葬儀の領収書、振込口座のわかる
もの

　
加
入
・
脱
退
の
手
続
き
に
必

要
な
書
類
は
、
（
表
１
）
を
ご

参
照
く
だ
さ
い
。

　
加
入
の
届
出
は
転
入
の
日
、

勤
務
先
の
健
康
保
険
の
資
格
が

な
く
な
っ
た
日
等
か
ら
14
日
以

内
に
、
ま
た
、
勤
務
先
の
健
康

保
険
に
加
入
し
た
場
合
等
に
よ

り
国
保
か
ら
脱
退
す
る
と
き
も

14
日
以
内
に
届
出
が
必
要
で

す
。
（
手
続
き
は
事
前
に
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。
）

国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
が

　
新
し
く
な
り
ま
す

★
保
険
料
の
納
付
は

          

口
座
振
替
で
！

   

つ
い
忘
れ
が
ち
な
保
険
料
の
納
付
に
は
、

口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
手
続
は
、
預
貯
金
口
座
の
あ
る
金
融
機
関

ま
た
は
郵
便
局
の
窓
口
で
。

【
手
続
に
必
要
な
も
の
】

　
①
預
貯
金
通
帳

　
②
預
貯
金
通
帳
の
届
出
印

　
③
世
帯
主
の
認
印

　
④
保
険
証
・
納
付
書
な
ど
被
保
険
者
証

　
　
番
号
の
わ
か
る
も
の

　
⑤
口
座
振
替
依
頼
書
（
市
内
の
金
融
機

　
　
関
・
郵
便
局
に
常
備
）

※
口
座
振
替
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は

　
国
保
収
納
グ
ル
ー
プ

（
電
話
０
７
９
８
‐
３
５
‐
３
０
９
１
・

　
　
　
　
　
３
１
５
５
・
３
１
５
６)

ま
で

保険料の納め忘れはありませんか
～納期内納付にご協力ください～

保
険
料
や
医
療
費
に
関

す
る
不
審
電
話
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　
本
年
5
月
以
降
、
保
険
料
や

医
療
費
に
関
す
る
不
審
電
話
の

通
報
が
相
次
い
で
い
ま
す
。
そ

の
内
容
は
、

①
「
西
宮
市
か
ら
委
託
を
受
け

て
保
険
料
を
回
収
し
て
い
る
。
」

②
「
社
会
保
険
の
方
か
ら
委
託

を
受
け
て
国
民
健
康
保
険
料
の

収
納
代
行
を
し
て
い
る
。
」

③
「
国
か
ら
高
額
医
療
費
の
助

成
金
が
出
る
の
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
を
持
っ
て
銀
行
の
Ａ
Ｔ

Ｍ
に
行
っ
て
ほ
し
い
。
」

と
い
っ
た
も
の
で
す
。

　
西
宮
市
で
は
、
保
険
料
徴
収

を
他
の
団
体
等
に
委
託
し
た
こ

と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た

西
宮
市
も
厚
生
労
働
省
も
こ
の

よ
う
な
電
話
は
行
っ
て
お
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
ら
は
電
話
で
言
葉

巧
み
に
銀
行
等
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
誘

導
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

「
振
り
込
め
詐
欺
」
で
あ
る
疑

い
が
あ
り
ま
す
。

　
万
が
一
、
こ
の
よ
う
な
不
審

な
電
話
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ

て
も
お
金
を
振
り
込
ん
だ
り
、

口
座
番
号
を
教
え
た
り
し
な
い

よ
う
く
れ
ぐ
れ
も
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

届
出
を
お
忘
れ
な
く

　
ま
た
、
国
保
に
加
入
し
て
い

て
、
新
た
に
勤
務
先
の
健
康
保

険
な
ど
に
加
入
し
た
場
合
は
、

国
保
を
脱
退
し
、
保
険
証
を
返

却
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
国
保
の
資
格
が
な
く
な
っ
て

も
届
出
を
し
な
い
と
保
険
料
の

請
求
が
続
き
ま
す
。
ま
た
、
国

保
の
保
険
証
を
返
却
せ
ず
使
い

続
け
る
と
、
国
保
が
負
担
し
た

費
用
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
場

合
が
あ
り
ま
す
。
）

（
以
下
「
国
保
」
）
に
加
入
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

加
入
・
脱
退
に
つ
い
て
の
お
問

い
合
わ
せ
は

※
資
格
・
賦
課
チ
ー
ム

（
電
話
０
７
９
８
‐
３
５
‐

３
１
１
７
・
３
１
１
８
）
ま
で

国保に加入するとき 届出に必要なもの

他の市町村から転入してきたとき 印鑑

職場の健康保険をやめたとき、ま
たは被扶養者からはずれたとき

子どもが生まれたとき
印鑑、保険証、母子手帳、振込口座
のわかるもの

印鑑、資格喪失証明書、
年金証書（厚生年金・共済年金等を
受給されている人）

※保険証の即日交付を希望する場合は、運転免許証又はパスポート等写真付公
的証明書が必要です。

＜表１＞加入・脱退に必要な書類

※実物大
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（見本）


